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令和5年分の所得税
確定申告の変更点

個人住民税の改正に伴う 
様式の変更

　令和6年度の個人住民税から、上場株式等
に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告にお
ける課税方式を、所得税と一致させることとな
りました。たとえば、これまで上場株式等に係る
配当所得について、所得税は総合課税、個人住
民税は確定申告不要などと別々の課税方式を
選択できましたが、これができないことになりま
す。これにより、令和5年分以降用の所得税の
申告書第二表の様式が一部変更されています。

総合課税の対象となる者の改正
　上場株式等に係る配当所得について、必ず
総合課税となる者（いわゆる「大口株主等」）
の定義が次のとおり見直されました。

　

　これにより、仮に改正後に総合課税の対象と
なる配当が特定口座（源泉徴収選択口座） 内
で源泉徴収されていたとしても、総合課税とし
て確定申告が必要となります。

国外居住親族に係る扶養控除
　国外に住んでいる扶養控除の対象となる者
の年齢が30歳以上70歳未満の場合に、制限

が設けられました。 具体的には、①留学してい
る、②障害者である、③生活費等として年38万
円以上の支払を受けている、これら3つのうち
いずれかに該当する必要があります。

青色申告決算書等の様式変更
　事業所得を申告する場合の青色申告決算書
に、売上金額や仕入金額の明細を記入する欄
が新設されました。

　また、収支内訳書にある売上金額や仕入金
額の明細欄に、登録番号（法人番号）の記入欄
が新設されました。

　なお、令和5年分の所得税と消費税（地方消
費税を含む。 以下同じ。） の確定申告に係る法
定申告・納期限、口座振替日は、次のとおりで
す。 期限内の申告納付、振替口座の残高確認
を忘れないようにしましょう。

所得税（復興特別所得税を含む。以下同じ）の確定申告時期にあわせ、令和5年分の申告から
の主な変更点をご紹介します。

改正前
（R5.9.30までに支払を

受ける配当等）

改正後
（R5.10.1以降に支払を

受ける配当等）

発行済株式総数等の3％
以上を保有する個人

同族会社保有分と合算同族会社保有分と合算
して発行済株式総数等の
3％以上を保有する個人

出典： 国税庁HP「令和５年分青色申告決算書（一般用）の書き方」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/
037.pdf 一部抜粋

法定申告・納期限 口座振替日
所得税 令和6年3月15日（金） 令和6年4月23日（火）

消費税※ 令和6年4月  1日（月） 令和6年4月30日（火）
（※）課税期間の特例適用者は、特例期間に応じた法定納期限･振替日
（参考）令和5年分の財産債務調書や国外財産調書の提出期限は、令和6年
7月1日（月）です。 7月1日（月）
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2023年の賃金改定状況
　上記調査結果によると、 2023年に1人平均
賃金を引き上げた（引き上げ予定を含む）企業
の割合は89.1％でした。反対に、引き下げた（引
き下げ予定を含む）割合は0.2％でした。また、
引き上げ実施企業における1人平均賃金の改
定率は3.4％で、2022年より1.3ポイント増加
しています。

改定で重視したこと
　上記調査結果で、賃金改定を実施または予定
している企業のうち、賃金改定にあたり最も重
視した要素があると回答した割合は、  87.2％で
した。

　賃金改定にあたり最も重視した要素では、
企業の業績が36.0％で最も高く、労働力の確
保･定着が16.1％、雇用の維持が11.6％で続い
ています。なお、企業の業績は徐々に割合が低
下しています。2010年は60.4％だったものが、

2019年は50.0％、2023年は前述のとおり
36.0％という状況です。

物価の動向も重視
　次に賃金改定にあたり最も重視した要素、そ
のほかに重視した要素2つに関する複数回答
の結果をまとめると、下表のとおりです。

　2022年、2023年の結果とも、複数回答で
あっても上位3つは最も重視した要素と同じで
した。ただし、 2022年からの増減をみると、物
価の動向が20.3ポイント増加しています。物価
の動向を重視した企業が増えていることがわか
ります。

　物価の上昇を考慮した賃金引き上げは、雇用
の維持や労働力の確保・定着のためにもなり
ますが、企業にとっては賃金改定にあたり重視
すべき要素が増えて、業績にかかわらず、可能な
範囲で賃金引き上げを実施せざるを得ない状
況にあるともいえるのかもしれません。

賃金改定にあたり最も重視したこと
2023年11月に、企業の賃金改定状況に関する調査結果※が公表されました。ここではその中か
ら、賃金改定にあたり重視した要素をみていきます。

厚生労働省「令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査」より作成

賃金改定にあたり重視した要素
（最も重視したもの、そのほかに重視したものを2つまでの複数回答、％、ポイント）

企業の 
業績 世間相場 雇用の 

維持
労働力の 
確保･定着

物価の 
動向

労使関係
の安定

親会社又
は関連 （グ
ループ）会
社の改定の
動向

前年度の 
改定実績

その他の 
要素

2022年 55.2 17.2 35.0 39.4 6.8 9.8 8.9 13.8 4.9
2023年 50.3 23.4 41.3 46.5 27.1 8.4 11.5 6.4 2.7
増減 -4.9 6.2 6.3 7.1 20.3 -1.4 2.6 -7.4 -2.2

※厚生労働省「令和 5年賃金引上げ等の実態に関する調査」
　日本標準産業分類による15大産業に属する常用労働者 100人以上を雇用する会社組織の民営企業のうちから、産業、企業規模別に層化して無作為に抽出
した企業を対象に 2023年 7月～ 8月に行われた調査です。調査対象企業数は 3,620 社、有効回答率は 52.5％となっています。詳細は次の URLのページか
ら確認いただけます。 23

の動向を重視した企業が増えているの動向を重視した企業が増えている
物価物価
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